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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買の種類） （売買の種類） 

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定

める取引とする。 

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定

める取引とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 指標連動型投資信託受益証券（特定の

指標（金融商品市場における相場その他の指

標をいう。以下同じ。）に連動する投資成果を

目指す投資信託の受益証券をいう。以下同

じ。）、外国投資信託受益証券、外国投資証券

及び内国商品信託受益証券 

（４） 指標連動型投資信託受益証券（特定の

指標（金融商品市場における相場その他の指

標をいう。以下同じ。）に連動する投資成果を

目指す証券投資信託に係る投資信託受益証券

をいう。以下同じ。）、外国投資信託受益証券、

外国投資証券及び内国商品信託受益証券 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（５） （略） （５） （略） 

２～７ （略） ２～７ （略）  

  

（呼値） （呼値） 

第１４条 取引参加者は、売買立会による売買を

行おうとするときは、呼値を行わなければなら

ない。この場合において、取引参加者は、次の

各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかに

しなければならない。 

第１４条 取引参加者は、売買立会による売買を

行おうとするときは、呼値を行わなければなら

ない。この場合において、取引参加者は、次の

各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかに

しなければならない。 

 （１） （略） 

 （２） 空売り（金融商品取引法施行令（昭和

４０年政令第３２１号。以下「施行令」とい

う。）第２６条の２の２第１項に規定する空

売りをいう。）を行おうとするときは、有価

証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成

１９年内閣府令第５９号）第１０条各号に規

定する取引を除き、その旨 

 （３）～（６） （略） 

２～８ （略） 

 （１） （略） 

 （２） 空売り（金融商品取引法施行令（昭和

４０年政令第３２１号。以下「施行令」とい

う。）第２６条の３第１項に規定する空売り

をいう。）を行おうとするときは、有価証券

の取引等の規制に関する内閣府令（平成１９

年内閣府令第５９号）第１０条各号に規定す

る取引を除き、その旨 

 （３）～（６） （略） 

２～８ （略） 
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（公開買付期間中における自己買付け） 

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。 

 （１）～（５） （略） 

 （６） 投資信託受益証券（有価証券の価格に

基づき算出される特定の指標に連動する投資

成果を目指す投資信託に係る指標連動型投資

信託受益証券に限る。以下この号から第８号

まで及び次条第９号において同じ。）に係る

価格の水準と当該投資信託受益証券に係る指

標との水準の関係を利用して行う次のａ か

らｃ までに掲げる取引に係る買付け（次条に

おいて「投資信託受益証券に係る価格水準と

指標との水準の関係を利用した買付け」とい

う。） 

  ａ～ｃ （略） 

 （７）～（１４） （略） 

 

 

 

（公開買付期間中における自己買付け） 

第６６条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市

場における次の各号に掲げる買付けとする。 

 （１）～（５） （略） 

 （６） 投資信託受益証券（有価証券の価格に

基づき算出される特定の指標に連動する投資

成果を目指す指標連動型投資信託受益証券に

限る。以下この号から第８号まで及び次条第

９号において同じ。）に係る価格の水準と当

該投資信託受益証券に係る指標との水準の関

係を利用して行う次のａ からｃ までに掲げ

る取引に係る買付け（次条において「投資信

託受益証券に係る価格水準と指標との水準の

関係を利用した買付け」という。） 

 

  ａ～ｃ （略） 

 （７）～（１４） （略） 

付  則 

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 
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信用取引・貸借取引規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

第７条 取引参加者は、株券（優先出資証券（協

同組織金融機関の発行する優先出資証券をい

う。）及び外国株預託証券（外国法人の発行す

る株券に係る権利を表示する預託証券をいう。）

を含む。）、不動産投資信託証券（投資者の資

金を主として不動産関連資産に対する投資とし

て運用することを目的とする投資信託の受益証

券又は投資証券をいう。）、指標連動型投資信

託受益証券（特定の指標（金融商品市場におけ

る相場その他の指標をいう。）に連動する投資

成果を目指す投資信託の受益証券をいう。）、

外国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証

券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信

託の受益証券（外国法人の発行する証券又は証

書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有す

るものをいう。）のうち制度信用取引を行うこ

とができる銘柄（以下「制度信用銘柄」という。）

以外の銘柄について、制度信用取引を行っては

ならない。 

第７条 取引参加者は、株券（優先出資証券（協

同組織金融機関の発行する優先出資証券をい

う。）及び外国株預託証券（外国法人の発行す

る株券に係る権利を表示する預託証券をいう。）

を含む。）、不動産投資信託証券（投資者の資

金を主として不動産関連資産に対する投資とし

て運用することを目的とする投資信託の受益証

券又は投資証券をいう。）、指標連動型投資信

託受益証券（特定の指標（金融商品市場におけ

る相場その他の指標をいう。）に連動する投資

成果を目指す証券投資信託に係る投資信託受益

証券をいう。）、外国投資信託受益証券、外国

投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外

国受益証券発行信託の受益証券（外国法人の発

行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益

証券の性質を有するものをいう。）のうち制度

信用取引を行うことができる銘柄（以下「制度

信用銘柄」という。）以外の銘柄について、制

度信用取引を行ってはならない。 

２ （略） ２ （略） 

 

 

付  則 

 

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（２９） （略） （１）～（２９） （略） 

（３０） 虚偽記載 有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則とし

て、法第１０条（法第２４条の２、法第２４

条の４の７及び法第２４条の５において準用

する場合を含む。）又は法第２３条の１０に

係る訂正命令をいう。）若しくは課徴金納付

命令（法第１７２条の２第１項（同条第４項

において準用する場合を含む。）又は法第１

７２条の４第１項若しくは第２項に係る命令

をいう。）を受けた場合又は内閣総理大臣等

若しくは証券取引等監視委員会により法第１

９７条若しくは法第２０７条に係る告発が行

われた場合、又はこれらの訂正届出書、訂正

発行登録書又は訂正報告書を提出した場合で

あって、その訂正した内容が重要と認められ

るものである場合をいう。 

（３０） 虚偽記載 有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則とし

て、法第１０条（法第２４条の２、法第２４

条の４の７及び法第２４条の５において準用

する場合を含む。）又は法第２３条の１０に

係る訂正命令をいう。）若しくは課徴金納付

命令（法第１７２条第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第１７２

条の２第１項若しくは第２項に係る命令をい

う。）を受けた場合又は内閣総理大臣等若し

くは証券取引等監視委員会により法第１９７

条若しくは法第２０７条に係る告発が行われ

た場合、又はこれらの訂正届出書、訂正発行

登録書又は訂正報告書を提出した場合であっ

て、その訂正した内容が重要と認められるも

のである場合をいう。 

（３１）～（９６） （略） （３１）～（９６） （略） 

  

（第５編における定義） （第５編における定義） 

第１００１条 この編において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定める。 

第１００１条 この編において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定める。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 管理会社 次のａからｆまでに掲げる

ものをいう。 

（９） 管理会社 次のａからｆまでに掲げる

ものをいう。 

ａ 内国ＥＴＦにあっては、投資信託委託会

社（商品に対する投資として投資信託財産の

ａ 内国ＥＴＦにあっては、投資信託委託会

社 



 

 ５

運用（その指図を含む。以下同じ。）を行う内

国ＥＴＦにあっては、当該運用に係る業務につ

き投資信託法第２２３条の３第１項において

読み替えて適用する法第３５条第４項の承認

を受けた者に限る。） 

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略） 

（１０）～（２９） （略） （１０）～（２９） （略） 

（３０） 内国ＥＴＦ 法第２条第１項第１０

号に規定する投資信託の受益証券であって、

特定の指標に連動する投資成果を目指す投資

信託に係るものをいう。 

（３１）～（３６） （略） 

（３０） 内国ＥＴＦ 法第２条第１項第１０

号に規定する投資信託の受益証券であって、

特定の指標に連動する投資成果を目指す証券

投資信託に係るものをいう。 

（３１）～（３６） （略） 

  

（上場審査基準）  

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄの審査に関して必要

な事項は、上場審査等に関するガイドラインを

もって定める。  

（１） （略） 

（上場審査基準）  

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄの審査に関して必要

な事項は、上場審査等に関するガイドラインを

もって定める。  

（１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る投資信託の受益証券に該当する新規上場申

請銘柄にあっては、ｃを除く。）に適合して

いること。  

ａ 新規上場申請銘柄が、投資信託法施行令

第１２条第１号又は第２号に掲げる投資信

託の受益証券であること。  

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る証券投資信託の受益証券に該当する新規上

場申請銘柄にあっては、ｃを除く。）に適合

していること。  

ａ 新規上場申請銘柄が、投資信託法施行令

第１２条第１号又は第２号に掲げる証券投

資信託の受益証券であること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

ｃの２ 新規上場申請銘柄とその投資信託財

産等に属する有価証券又は商品との交換を

行う場合には、当該有価証券又は商品が換

価の容易な資産であると認められること。

（新設） 



 

 ６

ｄ 新規上場申請銘柄に係る指標が、次の

（ａ）から（ｆ）までに適合すること。 

ｄ 新規上場申請銘柄に係る指標が、次の

（ａ）から（ｆ）までに適合すること。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 有価証券その他の資産の価格に係

る指標で、その構成銘柄（当該有価証券

その他の資産の銘柄又は種類をいう。以

下同じ。）の変更があり得るものにあっ

ては、変更の基準及び方法が公正を欠く

ものでないこと。 

（ｄ）・（ｅ） （略） 

（ｆ） 有価証券又は商品の価格に係る指

標にあっては、新規上場申請銘柄の投資

信託財産の一口あたりの純資産額の変動

率を当該指標の変動率に一致させるため

に必要な有価証券又は商品の売買が円滑

に行われると見込まれる銘柄又は種類で

構成されているものであること（その構

成銘柄の有価証券又は商品に対する投資

として運用する場合に限る。）。 

（ｃ） 有価証券その他の資産の価格に係

る指標で、その構成銘柄の変更があり得

るものにあっては、変更の基準及び方法

が公正を欠くものでないこと。 

 

 

（ｄ）・（ｅ） （略） 

（ｆ） 有価証券の価格に係る指標にあっ

ては、その投資信託財産の一口あたりの純

資産額の変動率を当該指標の変動率に一

致させるために必要な有価証券の売買が

円滑に行われると見込まれる銘柄で構成

されているものであること（その構成銘柄

の有価証券に対する投資として運用する

場合に限る。）。 

 

ｄの２ 新規上場申請銘柄が、次の（ａ）

から（ｃ）までのいずれかに適合するこ

と。 

（ａ） 特定の指標が有価証券その他の

資産の価格に係る指標である場合にお

いて、当該指標の構成銘柄のうち時価

総額構成比率９５％以上を占める各銘

柄若しくは各種類（当該指標が単純平

均型のものである場合は、原則として、

当該指標の全構成銘柄）の有価証券そ

の他の資産（信用性その他の事項を勘

案し、公益又は投資者保護の観点から、

当取引所が投資信託財産等として適当

でないと認めるものを除く。以下この

ｄの２ 新規上場申請銘柄が、次の（ａ）

から（ｃ）までのいずれかに適合するこ

と。 

（ａ） 特定の指標が有価証券その他の

資産の価格に係る指標である場合にお

いて、当該指標の構成銘柄のうち時価

総額構成比率９５％以上を占める各銘

柄（当該指標が単純平均型のものであ

る場合は、原則として、当該指標の全

構成銘柄）の有価証券（施行規則で定

める有価証券に限る。以下このｄの２

において同じ。）又は当該各銘柄の価

格に連動する投資成果を目的として発

行された有価証券が投資信託財産等に



 

 ７

ｄの２における「有価証券」において

同じ。）又は当該各銘柄の価格に連動

する投資成果を目的として発行された

有価証券が投資信託財産等に組み入れ

られることが見込まれること。 

組み入れられることが見込まれるこ

と。 

 

 

 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

ｄの３ （略） ｄの３ （略） 

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。  

（ａ）  新規上場申請銘柄に係る最近２年

間（「最近」の計算は、新規上場申請日

の直前計算期間の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下この章において同じ。）

に終了する各計算期間（信託契約期間の

開始日以後の期間に限る。以下このｅに

おいて同じ。）の財務諸表等又は各計算

期間における中間財務諸表等が記載され

る有価証券報告書等（第２条第８９号の

規定にかかわらず、有価証券届出書及び

その添付書類、有価証券報告書（報告書

代替書面及び外国会社報告書並びにその

補足書類を含む。以下同じ。）及びその

添付書類、半期報告書（半期代替書面及

び外国会社半期報告書並びにその補足書

類を含む。以下同じ。）並びに目論見書

をいう。以下この章において同じ。）に

虚偽記載（第２条第３０号の規定にかか

わらず、有価証券報告書等について、内

閣総理大臣等から訂正命令（原則として、

法第１０条（法第２４条の２及び第２４

条の５において準用する場合を含む。）

又は第２３条の１０に係る訂正命令）若

しくは課徴金納付命令（法第１７２条の

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。  

（ａ）  新規上場申請銘柄に係る最近２年

間（「最近」の計算は、新規上場申請日

の直前計算期間の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下この章において同じ。）

に終了する各計算期間（信託契約期間の

開始日以後の期間に限る。以下このｅに

おいて同じ。）の財務諸表等又は各計算

期間における中間財務諸表等が記載され

る有価証券報告書等（第２条第８９号の

規定にかかわらず、有価証券届出書及び

その添付書類、有価証券報告書（報告書

代替書面及び外国会社報告書並びにその

補足書類を含む。以下同じ。）及びその

添付書類、半期報告書（半期代替書面及

び外国会社半期報告書並びにその補足書

類を含む。以下同じ。）並びに目論見書

をいう。以下この章において同じ。）に

虚偽記載（第２条第３０号の規定にかか

わらず、有価証券報告書等について、内

閣総理大臣等から訂正命令（原則として、

法第１０条（法第２４条の２及び第２４

条の５において準用する場合を含む。）

又は第２３条の１０に係る訂正命令）若

しくは課徴金納付命令（法第１７２条第



 

 ８

２第１項（同条第４項において準用する

場合を含む。）又は第１７２条の４第１

項若しくは第２項に係る命令）を受けた

場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取

引等監視委員会により法第１９７条若し

くは第２０７条に係る告発が行われた場

合、又はこれらの訂正届出書又は訂正報

告書を提出した場合であって、その訂正

した内容が重要と認められるものである

場合をいう。以下この章において同じ。）

を行っていないこと。  

（ｂ） （略） 

ｆ・ｇ （略）  

（３） （略） 

１項（同条第４項において準用する場合

を含む。）又は第１７２条の２第１項若

しくは第２項に係る命令）を受けた場合

又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等

監視委員会により法第１９７条若しくは

第２０７条に係る告発が行われた場合、

又はこれらの訂正届出書又は訂正報告書

を提出した場合であって、その訂正した

内容が重要と認められるものである場合

をいう。以下この章において同じ。）を

行っていないこと。  

（ｂ） （略） 

ｆ・ｇ （略）  

（３） （略） 

２ 外国ＥＴＦの上場審査については、次の各号

に掲げる基準によるものとする。 

２ 外国ＥＴＦの上場審査については、次の各号

に掲げる基準によるものとする。 

（１） 前項第２号ｃの２、ｄ、ｄの２、ｅ及

びｇ並びに第３号（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦにあっては、第３号を除く。）に

適合すること。この場合において、外国投資

証券に該当する外国ＥＴＦにあっては、前項

第２号ｄ中「新規上場申請銘柄の投資信託財

産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当

該外国ＥＴＦに係る一口あたりの純資産額」

と、同項第２号ｅ中「計算期間」とあるのは

「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」

とあるのは「外国投資法人の設立日」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

（１） 前項第２号ｄ、ｄの２、ｅ及びｇ並び

に第３号（外国投資証券に該当する外国ＥＴ

Ｆにあっては、第３号を除く。）に適合する

こと。この場合において、外国投資証券に該

当する外国ＥＴＦにあっては、前項第２号ｄ

中「その投資信託財産の一口あたりの純資産

額」とあるのは「当該外国ＥＴＦに係る一口

あたりの純資産額」と、同項第２号ｅ中「計

算期間」とあるのは「営業期間」と、「信託

契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法

人の設立日」と、それぞれ読み替えるものと

する。 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合の各号における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合の各号における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 



 

 ９

（１） 第１項第２号ｄ、ｄの２、ｅ及びｇ、

同項第３号並びに前項第２号及び第４号から

第６号まで（新規上場申請銘柄に係る受託有

価証券である外国ＥＴＦが外国投資証券に該

当する場合にあっては、第１項第３号を除

く。）に適合すること。この場合において、

第１項第２号ｄ、ｄの２及びｅ並びに前項第

２号及び第４号中「新規上場申請銘柄」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証

券である外国ＥＴＦ」と、前項第２号ｂ中「外

国ＥＴＦ」とあるのは「新規上場申請銘柄に

係る受託有価証券である外国ＥＴＦ」と、前

項第５号中「新規上場申請銘柄の発行」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証

券である外国ＥＴＦの発行」と、前項第６号

中「外国ＥＴＦ」とあるのは「外国ＥＴＦ信

託受益証券」と、それぞれ読み替えるほか、

新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である

外国ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合に

あっては、第１項第２号ｄ中「新規上場申請

銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産

額」とあるのは「当該外国ＥＴＦに係る一口

あたりの純資産額」と、同項第２号ｅ中「計

算期間」とあるのは「営業期間」と、「信託

契約期間の開始日」とあるのは「外国投資法

人の設立日」と、前項第２号中「外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ」とあるのは「新規

上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国

ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

（１） 第１項第２号ｄ、ｄの２、ｅ及びｇ、

同項第３号並びに前項第２号及び第４号から

第６号まで（新規上場申請銘柄に係る受託有

価証券である外国ＥＴＦが外国投資証券に該

当する場合にあっては、第１項第３号を除

く。）に適合すること。この場合において、

第１項第２号ｄ、ｄの２及びｅ並びに前項第

２号及び第４号中「新規上場申請銘柄」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証

券である外国ＥＴＦ」と、前項第２号ｂ中「外

国ＥＴＦ」とあるのは「新規上場申請銘柄に

係る受託有価証券である外国ＥＴＦ」と、前

項第５号中「新規上場申請銘柄の発行」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証

券である外国ＥＴＦの発行」と、前項第６号

中「外国ＥＴＦ」とあるのは「外国ＥＴＦ信

託受益証券」と、それぞれ読み替えるほか、

新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である

外国ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合に

あっては、第１項第２号ｄ中「その投資信託

財産の一口あたりの純資産額」とあるのは「当

該外国ＥＴＦに係る一口あたりの純資産額」

と、同項第２号ｅ中「計算期間」とあるのは

「営業期間」と、「信託契約期間の開始日」

とあるのは「外国投資法人の設立日」と、前

項第２号中「外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る

受託有価証券である外国ＥＴＦが外国投資証

券に該当する場合」と、それぞれ読み替える

ものとする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

４ 商品現物型ＥＴＦの上場審査について、次の

各号に掲げる基準によるものとする。 

４ 商品現物型ＥＴＦの上場審査について、次の

各号に掲げる基準によるものとする。 



 

 １０

（１） 第１項第１号、同項第２号ｃの２、ｄ、

ｄの３、ｅ及びｇ、同項第３号並びに前項第

２号に適合していること。この場合において、

前項第２号中「外国ＥＴＦ信託受益証券」と

あるのは「内国商品現物型ＥＴＦ」と読み替

えるものとする。 

（１） 第１項第１号、同項第２号ｄ、ｄの３、

ｅ及びｇ、同項第３号並びに前項第２号に適

合していること。この場合において、前項第

２号中「外国ＥＴＦ信託受益証券」とあるの

は「内国商品現物型ＥＴＦ」と読み替えるも

のとする。 

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略） 

５ 外国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

（１） 第１項第２号ｃの２、ｄ、ｅ及びｇ、

同項第３号、第２項第３号、第４号及び第６

号並びに前項第４号に適合すること。この場

合において、第２項第６号中「外国ＥＴＦ」

とあるのは「外国商品現物型ＥＴＦ」と読み

替えるものとする。 

５ 外国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

（１） 第１項第２号ｄ、ｅ及びｇ、同項第３

号、第２項第３号、第４号及び第６号並びに

前項第４号に適合すること。この場合におい

て、第２項第６号中「外国ＥＴＦ」とあるの

は「外国商品現物型ＥＴＦ」と読み替えるも

のとする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

６ （略） ６ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

ａ 上場ＥＴＦに係る管理会社が、次の（ａ）

から（ｔ）までに掲げる事項（内国ＥＴＦ

にあっては（ｒ）から（ｓ）までを除き、

ａ 上場ＥＴＦに係る管理会社が、次の（ａ）

から（ｔ）までに掲げる事項（内国ＥＴＦ

にあっては（ｒ）から（ｓ）までを除き、



 

 １１

投資信託法施行令第１２条第１号に掲げる

投資信託の受益証券に該当する内国ＥＴＦ

にあっては（ｎ）及び（ｏ）を除き、外国

ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券にあっ

ては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）及び

（ｒ）の２から（ｒ）の４までを除き、内

国商品現物型ＥＴＦにあっては（ｎ）、

（ｏ）、（ｑ）及び（ｓ）を除き、外国商

品現物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券にあっては（ｉ）、（ｎ）、

（ｏ）、（ｑ）、（ｒ）の３及び（ｒ）の

４を除く。）のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含む。）

投資信託法施行令第１２条第１号に掲げる

証券投資信託の受益証券に該当する内国Ｅ

ＴＦにあっては（ｎ）及び（ｏ）を除き、

外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券に

あっては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）

及び（ｒ）の２から（ｒ）の４までを除き、

内国商品現物型ＥＴＦにあっては（ｎ）、

（ｏ）、（ｑ）及び（ｓ）を除き、外国商

品現物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券にあっては（ｉ）、（ｎ）、

（ｏ）、（ｑ）、（ｒ）の３及び（ｒ）の

４を除く。）のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含む。）

（ａ）～（ｔ） （略） （ａ）～（ｔ） （略） 

ｂ 上場ＥＴＦに係る管理会社に、次の（ａ）

から（ｈ）までに掲げる事実（内国ＥＴＦ

（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る投資信託の受益証券に該当するものに限

る。）、外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益

証券、内国商品現物型ＥＴＦ、外国商品現

物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ信託

受益証券にあっては、（ｆ）及び（ｇ）を

除く。）のいずれかが発生した場合 

ｂ 上場ＥＴＦに係る管理会社に、次の（ａ）

から（ｈ）までに掲げる事実（内国ＥＴＦ

（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る証券投資信託の受益証券に該当するもの

に限る。）、外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託

受益証券、内国商品現物型ＥＴＦ、外国商

品現物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券にあっては、（ｆ）及び（ｇ）

を除く。）のいずれかが発生した場合 

（ａ）～（ｈ） （略）   （ａ）～（ｈ） （略） 

ｃ～ｄ （略） ｃ～ｄ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（代理人等の選定） 

第１１１０条 次の各号に掲げる者は、施行規

則で定めるところにより、本邦内に住所又は

居所を有する者であって、当取引所との関係

（代理人等の選定） 

第１１１０条 次の各号に掲げる者は、施行規

則で定めるところにより、本邦内に住所又は

居所を有する者であって、当取引所との関係



 

 １２

において一切の行為につき当該各号に掲げる

者を代理又は代表する権限を有する者を選定

するものとする。 

（１） （略） 

（２） 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該

当するものに限る。）又は上場外国ＥＴＦ

信託受益証券（外国投資証券に該当するも

のに限る。）に係る外国投資法人 

において一切の行為につき当該各号に掲げる

者を代理又は代表する権限を有する者を選定

するものとする。 

（１） （略） 

（２） 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該

当するものに限る。）又は上場外国ＥＴＦ

信託受益証券（外国投資証券に該当するも

のに限る。）係る外国投資法人 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該

当する場合に、その上場を廃止する。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該

当する場合に、その上場を廃止する。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

(１) 上場ＥＴＦに係る管理会社が次のａか

らｄまでのいずれかに該当する場合。ただし、

当該上場ＥＴＦに係る管理会社が行っていた

業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当

該他の管理会社が「ＥＴＦ上場契約書」及び

第１１０４条第１項第３号に規定する事項に

ついて確約した書面を提出する場合は、この

限りでない。 

(１) 上場ＥＴＦに係る管理会社が次のａか

らｄまでのいずれかに該当する場合。ただし、

当該上場ＥＴＦに係る管理会社が行っていた

業務が他の管理会社に引き継がれ、かつ、当

該他の管理会社が「ＥＴＦ上場契約書」及び

第１１０４条第１項第３号に規定する事項に

ついて確約した書面を提出する場合は、この

限りでない。 

ａ～ｃ （略）  ａ～ｃ （略）  

ｃの２ 商品に対する投資として投資信託財産

の運用を行う上場内国ＥＴＦについて、当該運

用に係る業務を行う者でなくなった場合 

ｄ （略） 

（新設） 

 

 

ｄ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る投資信託の受益証券に該当する上場内国Ｅ

ＴＦにあってはｂの２からｄまで、ｉの２及

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（投資信託法施行令第１２条第１号に掲げ

る証券投資信託の受益証券に該当する上場内

国ＥＴＦにあってはｂの２からｄまで、ｉの



 

 １３

びｊの２を除き、投資信託法施行令第１２条

第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当す

る上場内国ＥＴＦにあってはｂの２からｂの

４まで、ｉの２及びｊの２を除き、上場内国

商品現物型ＥＴＦにあってはａ、ｂ、ｃ、ｄ

及びｊを除く。）のいずれかに該当する場合

２及びｊの２を除き、投資信託法施行令第１

２条第２号に掲げる証券投資信託の受益証券

に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの２

からｂの４まで、ｉの２及びｊの２を除き、

上場内国商品現物型ＥＴＦにあってはａ、ｂ、

ｃ、ｄ及びｊを除く。）のいずれかに該当す

る場合 

ａ 上場ＥＴＦが、投資信託法施行令第１２

条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受

益証券でなくなる場合 

ａ 上場ＥＴＦが、投資信託法施行令第１２

条第１号又は第２号に掲げる証券投資信託

の受益証券でなくなる場合 

ｂ～ｋ （略） ｂ～ｋ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

 

 

付  則 

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 

 

 

 



 

 １４

取引の信義則に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） 

第２条 （略） 

２ 株価指数連動型投資信託受益証券とは、株価

指数連動型投資信託（特定の株価指数に連動す

る投資成果を目指す投資信託（外国において外

国の法令に基づいて設定された信託で、これに

類するものを含む。）をいう。）の受益証券を

いう。 

３～７ （略） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ 株価指数連動型投資信託受益証券とは、株価

指数連動型投資信託（特定の株価指数に連動す

る投資成果を目指す証券投資信託に係る投資信

託（外国において外国の法令に基づいて設定さ

れた信託で、これに類するものを含む。）をい

う。）の受益証券をいう。 

３～７ （略） 

 

 

 

付  則 

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 

 

 

 



 １５

有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（子会社等の決定事実に係る軽微基準） （子会社等の決定事実に係る軽微基準） 

第４０３条 規程第４０３条に規定する投資者の

投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げる事

項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めることとする。ただし、規程第

４０２条第１号ｑに規定する上場外国会社（当

取引所が必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによる。 

第４０３条 規程第４０３条に規定する投資者の

投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行

規則で定める基準のうち同条第１号に掲げる事

項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めることとする。ただし、規程第

４０２条第１号ｑに規定する上場外国会社（当

取引所が必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（５）の２ 規程第４０３条第１号ｆに掲げる

事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。 

ａ 当該解散による連結会社の資産の額の減

少額が直前連結会計年度の末日における連

結純資産額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｂ 当該解散による連結会社の売上高の減少

額が直前連結会計年度の売上高の１００分

の１０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

ｃ 当該解散による連結会社の連結経常利益

の増加額又は減少額が直前連結会計年度の

連結経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ｄ 当該解散による連結会社の連結当期純利

益の増加額又は減少額が直前連結会計年度

の連結当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。

（新設） 

（６）～（１４） （略） （６）～（１４） （略） 

  

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い） 



 １６

（削る） 第１１０６条 規程第１１０４条第１項第２号ｄ

の２の（ａ）に規定する施行規則で定める有価

証券とは、投資信託及び投資法人に関する法律

施行規則（平成１２年総理府令第１２９条）第

２２条第１項第１号イからハまでに掲げる有価

証券をいう。ただし、信用性その他の事項を勘

案し、公益又は投資者保護の観点から、当取引

所が投資信託財産等として適当でないと認める

ものを除く。 

第１１０６条 （略） ２ （略） 

２ （略） ３ （略） 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

６ （略） ７ （略） 

 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 

 

  

 



 １７

 

上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅶ ＥＴＦの連動対象指標に係る審査 Ⅶ ＥＴＦの連動対象指標に係る審査 

（構成銘柄の円滑な売買） （構成銘柄の円滑な売買） 

７．規程第１１０４条第１項第２号ｄの（ｆ）に定め

る事項についての審査は、一口あたりの純資産額の

変動率を指標の変動率に一致させるという目的に

照らして円滑な売買が行われる必要がある有価証

券又は商品について、取引の実態に照らして売買を

円滑に行うことができると見込まれることその他

の観点から検討することにより行う。 

７．規程第１１０４条第１項第２号ｄの（ｆ）に定め

る事項についての審査は、一口あたりの純資産額の

変動率を指標の変動率に一致させるという目的に

照らして円滑な売買が行われる必要がある銘柄に

ついて、取引の実態に照らして売買を円滑に行うこ

とができると見込まれることその他の観点から検

討することにより行う。 

 

 

 

 

付  則 

この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第６５号）附則第１

条本文に規定する同法施行の日から施行する。 

 

  

 


